
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．申込要件  

（１）保育充実職員としての労働に耐えうる体力を有する健康な方  

（２）次のいずれかに該当する方  

  ①保育士資格を有する方  

  ②保育事業に関し豊富な知識及び経験を有する方  

※地方公務員法第１６条各号のいずれかに該当する方は受験できません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．職務内容  

  保育補助  

 

３．任用期間  

採用日（毎月１日または１６日）から最長で令和８年３月３１日まで  

（１）いずれも条件付採用有（原則１か月）  

（２）勤務する園によって、任用期間が異なります。  

（３）勤務状況等が良好な場合に再度任用（更新）をすることがあります。  

 

４．選考方法  

  書類、面接による  

 

 ＜地方公務員法第１６条＞  

次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、

又は競争試験若しくは選考を受けることができない。  

１  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ  

とがなくなるまでの者  

２  当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年  

を経過しない者  

３  人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条  

までに規定する罪を犯し刑に処せられた者  

４  日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府  

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加  

入した者  
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５．勤務条件  

（１）報酬額  

職  務  資  格  時  給  

保育補助  

保育士資格を有する方  １，６５０円  

保育事業に関し豊富な知識  

及び経験を有する方  
１，４５９円  

※採用までに給与改定が行われた場合、時給等が変更することがあります。  

※通勤手当を算定により１ヶ月上限 55,000 円まで支給します。  

※６か月以上勤務する場合、賞与（期末・勤勉）の支給があります。  

 

（２）勤務日数  

月１２日から２０日勤務  

（３）勤務時間（休憩時間を除く）  

①保育補助（無資格）  

  ８：３０〜１７：１５のうち５時間または６時間４５分  

②保育補助（保育士）  

  ８：００〜１８：００のうち５時間または６時間４５分  

（４）休憩時間  

 ６時間４５分勤務の場合は別に１時間休憩  

 ５時間勤務の場合は希望により、別に４５分取得できます。  

（５）週休日  

日曜日  

※その他の週休日は、勤務表（シフト表）によって、月ごとに定める。  

（６）休日  

祝日、 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日、その他規則で定める日  

（７）時間外労働  

   無し  

（８）社会保険  

６時間４５分勤務の場合は月１３日以上、５時間勤務の場合は月１８

日以上で雇用保険、厚生年金、健康保険の加入対象となります。  

（９）休暇  

年次有給休暇（最大１０日、勤務日数により異なります）  

その他病気休暇、夏季休暇、慶弔休暇等があります。  

 

６．申込方法  

 市販の履歴書に以下のことを記入の上、お申込みください。  

（１）勤務できる日数、時間（例：月○日勤務  一日○時間勤務）  

（２）社会保険の加入可否（健康保険、厚生年金、雇用保険）  



（３）希望する保育園、地域  

（４）連絡先  

 ※保育士資格をお持ちの方は写しを添付してください。  

 

提出方法  

郵送  

上記の必要書類を封筒に入れ、封筒の表に「保育充実職員採用登

録」と朱書きし、簡易書留で送付してください。  

(普通郵便による事故については責任を負いません ) 

持参  土日、祝日を除く平日の午前９時～午後５時  

 

７．申し込み後の流れ  

 希望する地域で欠員が生じた場合に連絡いたします。その後、面接選考

を実施し、合否を決定します。（採用される場合、連絡後から１か月程度

かかります。）  

 提出された履歴書の有効期間は令和８年３月３１日までです。期間経過

後は保育運営課で廃棄いたします。  

 

８．その他  

（１）採用内定者は、以下の書類と住民票等を提出していただきます。 (費  

用は一部自己負担になる場合があります ) 

  ①胸部Ｘ線の検査結果（採用予定日から直近１年以内）  

  ②細菌検査《検便》（内定後に別途ご案内します）  

（２）すでに板橋区で会計年度任用職員として勤務されている場合、兼職

することはできません。  

（３）児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号）に基

づき「保育士特定登録取消者管理システム」を活用し、特定登録取消

の有無を確認します。照会の結果、特定登録取消者に該当することが

判明した方は、採用しない場合があります。  

 

９．申込先、問い合わせ  

  〒１７３－８５０１  東京都板橋区板橋二丁目６６番１号  

板橋区子ども家庭部  保育運営課  保育管理係  

（区役所南館３階㉓番窓口）（電話）０３－３５７９－２４８０  

 


